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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　残留水分を払拭するために、疎水性コーティング（３）を備えた透明なガラス（２）を
洗浄及び乾燥させるための方法であって、
　車両エンジン（７）を停止した後で、前記ガラス（２）の外面（Ｉ）上の水分量を測定
し、一定の水分量又は除去すべき水分量が存在する場合に、少なくとも１分の待機時間（
Ｗ）の経過後に、少なくとも１回の払拭過程を実施するようにし、
　前記水分量を、レインセンサ（５）によって測定し、前記待機時間（Ｗ）を、タイマー
によって計測し、
　ステップＡ）前記タイマーをリセットし、
　ステップＢ）ワイパースイッチ（４）を検査し、ここで、
　前記ワイパースイッチ（４）がスイッチオンされている場合には、前記ステップＡ）を
実施し、又は、
　前記ワイパースイッチ（４）がスイッチオフされている場合には、以下のステップＣ）
を実施し、
　ステップＣ）前記レインセンサ（５）を検査し、ここで、
　前記ガラス（２）が乾燥している場合には、前記ステップＡ）を実施し、
　又は
　前記ガラス（２）が濡れている場合には、以下のステップＤ）を実施し、
　ステップＤ）前記レインセンサ（５）を検査し、ここで、
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　新たな雨滴が検出される場合には、前記ステップＡ）を実施し、
　又は
　新たな雨滴が検出されない場合には、以下のステップＥ）を実施し、
　ステップＥ）前記タイマーを検査し、ここで、
　前記タイマーが、前記待機時間（Ｗ）よりも短い持続時間を設定している場合には、前
記ステップＢ）を実施し、
　又は
　前記タイマーが、前記待機時間（Ｗ）よりも長いか等しい持続時間を設定している場合
には、以下のステップＦ）を実施し、
　ステップＦ）少なくとも１回の払拭過程を実施し、さらに前記ステップＡ）を繰り返す
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記払拭過程を、ワイパー制御部（６）によって制御する、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　１回から１０回の払拭過程を実施する、請求項１又は請求項２記載の方法。
【請求項４】
　前記払拭過程を、１分から３０分の待機時間（Ｗ）の経過後に実施する、請求項１から
３いずれか１項記載の方法。
【請求項５】
　前記払拭過程の前又は前記払拭過程中に、前記ガラス（２）に洗浄液を噴霧するための
ウインドウォッシャーシステム（８）をスイッチオンする、請求項１から４いずれか１項
記載の方法。
【請求項６】
　前記車両エンジン（７）が停止してからの持続時間又はイグニッション電子スイッチが
スイッチオフされてからの持続時間が、最大で１２０分の場合にのみ、前記払拭過程が実
施される、請求項１から５いずれか１項記載の方法。
【請求項７】
　残留水分を払拭するために、疎水性コーティング（３）を備えた透明なガラス（２）を
洗浄及び乾燥させるための装置であって、
　少なくとも、
　前記ガラス（２）の外面上に設けられたワイパー（１２）と、ワイパーモーター（１１
）とを備えた、払拭過程を実施するためのワイパー装置（９）と、
　前記ガラス（２）の外面上の水分量を測定するためのレインセンサ（５）と、
　前記ワイパー装置（９）及び前記レインセンサ（５）に接続されたワイパー制御部（６
）と、
　待機時間（Ｗ）を計測するタイマーと、を含んでいる装置において、
　前記ワイパー制御部（６）が、車両エンジン（７）の停止後で、少なくとも１分の前記
待機時間（Ｗ）の経過後に、一定の水分量又は除去すべき水分量が存在している場合に、
少なくとも１回の払拭過程を実施するように構成されており、
　ステップＡ）前記タイマーがリセットされ、
　ステップＢ）ワイパースイッチ（４）が検査され、ここで、
　前記ワイパースイッチ（４）がスイッチオンされている場合には、前記ステップＡ）が
実施され、又は、
　前記ワイパースイッチ（４）がスイッチオフされている場合には、以下のステップＣ）
が実施され、
　ステップＣ）前記レインセンサ（５）が検査され、ここで、
　前記ガラス（２）が乾燥している場合には、前記ステップＡ）が実施され、
　又は
　前記ガラス（２）が濡れている場合には、以下のステップＤ）が実施され、
　ステップＤ）前記レインセンサ（５）が検査され、ここで、
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　新たな雨滴が検出される場合には、前記ステップＡ）が実施され、
　又は
　新たな雨滴が検出されない場合には、以下のステップＥ）が実施され、
　ステップＥ）前記タイマーが検査され、ここで、
　前記タイマーが、前記待機時間（Ｗ）よりも短い持続時間を設定している場合には、前
記ステップＢ）が実施され、
　又は
　前記タイマーが、前記待機時間（Ｗ）よりも長いか等しい持続時間を設定している場合
には、以下のステップＦ）が実施され、
　ステップＦ）少なくとも１回の払拭過程が実施され、さらに前記ステップＡ）を繰り返
されることを特徴とする装置。
【請求項８】
　前記疎水性コーティング（３）は、フッ素化アルキルシランコーティングを含む、請求
項７記載の装置。
【請求項９】
　前記疎水性コーティング（３）は、二酸化シリコンＳｉＯ２と、Ａｌ，Ｂ，Ｃ及びＺｒ
のグループからの任意の１つ以上の元素を含んでいる、請求項８記載の装置。
【請求項１０】
　地上、空中、又は、水中及び／又は水上を推進移動するための推進移動手段のフロント
ガラスに、請求項１から６いずれか１項記載の方法又は請求項７から９いずれか１項記載
の装置を使用することを特徴とする使用方法。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、残留水分を払拭するための疎水性コーティングを備えた透明なガラスの洗浄
及び乾燥のための方法および装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　車両のフロントウィンドウやリアウィンドウには、通常はウインドシールドワイパーや
ワイパーシステムが装備されており、これらの装置が雨天や濃霧などのときの水滴をウイ
ンドウガラスから除去している。さらに中級クラスから上級クラスの車両では、このワイ
パーシステムは、払拭過程を自動的に制御して払拭間隔をそのときの雨量に合わせること
のできるマイクロプロセッサとレインセンサとを通常装備している。そのようなシステム
は、例えば独国特許出願公開ＤＥ１０２　３８　１６８号公報及び欧州特許出願公開ＥＰ
　１　６１４　５９４　号公報から公知である。
【０００３】
　またワイパーシステムを支援するために、前記ガラス外面に例えば撥水性コーティング
や疎水性コーティングが使用されている。この疎水性コーティングは、例えばシュナイダ
ー等による公知文献“ＦＡＴモノグラフシリーズ（Research Association for Automotiv
e Technology Monograph Series）、第１６７号，ＩＳＳＮ　０９３３－０５０Ｘ”に記
載されているように、真珠のような輝き効果と小粒の水滴の形成をもたらす。そのような
小さな水滴は、走行中の風圧によって視界から払拭される。これによりワイパーの使用頻
度が大幅に低減され、視認性の向上に役立つ。さらに、特に暗闇や対向車のライトのもと
での視認性の悪化や反射の発生も抑えられる。疎水性コーティングは、例えばシリコンオ
キシカーバイド層のプラズマ活性化によって達成される。これについては、例えば欧州特
許出願ＥＰ　１　７２０　８０８　Ａ１明細書又は国際公開ＷＯ２０１０／０７９２９９
号明細書に開示がある。
【０００４】
　フロントガラスの疎水性コーティングの場合、通常は、例えば英国特許出願ＧＢ　２３
５７５４１　Ａ明細書や国際公開第２０１０／０７９２９９号パンフレットにも開示があ
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るように、ワイパーの機械的な作用がコーティングを傷つけてしまうことが前提とされる
。また、頻繁なウインドウの清掃も、それに伴う機械的作用と化学的な作用によってコー
ティングを傷つけてしまうことが前提とされる。
【０００５】
　それに対して、本発明の目的は、疎水性コーティングの寿命を、さらに有利な方法で延
ばすための方法および装置を開発することにある。この目的並びにこれに伴うさらなる目
的は、本発明の独立請求項の特徴部分によって提案された方法、装置および使用方法によ
って達成される。本発明の別の有利な実施形態は、従属請求項の特徴によって示される。
【０００６】
　本発明者による鋭意な研究で示されたように、疎水性コーティングの効果と耐久性は、
コーティング上の水分の乾燥によって著しく劣化する。なぜなら乾燥すると、カルキ成分
や汚れの粒子がコーティング上に残り、それらがコーティングの疎水性効果を減少させる
からである。
【０００７】
　本発明は、残留水分を払拭するための疎水性コーティングを備えた透明ガラスを洗浄及
び乾燥させるための方法を含み、ここでは、車両エンジンを停止した後で、前記透明ガラ
スの外面上の水分量を測定し、一定の水分量又は払拭すべき水分量が存在する場合に、少
なくとも１分の待機時間の経過後に、少なくとも１回の払拭過程が実施される。
【０００８】
　前記水分量とは、好ましくはレインセンサによって測定することができる最少量の水分
であり、好ましくはレインセンサのセンサ領域内の少なくとも１つの水滴か又はレインセ
ンサのセンサ領域に亘って拡がる相応の水の膜である。この水膜は、例えば、任意に駐車
した車両の早朝のフロントガラス上に凝縮した結露であってもよい。
【０００９】
　本発明による方法は、有利にはワイパー制御によって、例えばマイクロプロセッサ又は
マイクロコントローラで制御されるワイパー制御部によって制御される。このワイパー制
御部は、プログラミング技法によって以下で説明するようなガラスを洗浄及び乾燥させる
ための方法を実施することができるように構成されている。このワイパー制御部は、既存
のワイパー制御部に統合させてもよいし、あるいは、外部コンポーネントとして実現され
てもよい。ワイパー制御部は、さらに別の機能、例えば、ワイパーの速度の選択や雨量に
依存した間欠切り替え機能などを有していてもよい。待機時間は、有利にはタイマーによ
って決定される。このタイマーは、例えばワイパー制御部に統合されているか又は代替的
に外部の電子部品であってもよい。水分量は、有利には、レインセンサによって測定され
る。
【００１０】
　本発明による方法は、手動または自動で活動化されるプロセスに基づいて実施される。
自動化されたプロセスは、例えば、車両のエンジンを停止するか、点火装置をオフにする
ことによって開始される。プロセスの開始後、ステップＡにおいてタイマーはリセットさ
れる。ステップＢでは、ワイパースイッチの切替状態がチェックされる。ワイパースイッ
チを介して、ワイパーモーターとワイパーからなるワイパー装置は手動で制御することが
できる。ワイパースイッチは、一般に、ワイパーの速度を制御するためにも使用される。
ワイパースイッチがオンであれば、ワイパーは既に払拭過程中にあり、本発明による洗浄
及び乾燥は不要である。このようなケースでは、ステップＡは、ワイパースイッチがオフ
になるまで繰り返される。ワイパースイッチがオフにされると、ステップＣが実施される
。
【００１１】
　ステップＣでは、ガラス上の水分量が検査される。この目的のために、レインセンサの
データ信号が評価される。レインセンサが乾燥したガラスの信号を供給すると、ステップ
Ａが実施される。このことは、雨が降っていないか、又はガラスが乾燥している状態、例
えばガレージに置かれている状態を意味する。両者のケースにおいて、ガラスの乾燥は不
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要であり、払拭過程は、寿命の増加や疎水性コーティングの効果の向上には結びつかない
。レインセンサがガラスが濡れた状態の信号を供給すると、ステップＤが行われる。
【００１２】
　ステップＤにおいては、レインセンサが改めて検査される。レインセンサの信号が新た
に付加された雨滴に相応すると、ステップＡが実施される。継続的な降雨のケースでは、
本発明によるガラスの洗浄及び乾燥は不可能であり、その際の払拭過程はあまり意味をな
さない。レインセンサが新たな雨滴を検出しない場合には、ステップＥが行われる。
【００１３】
　ステップＥでは、タイマーがチェックされる。タイマーが所定の待機時間Ｗ未満の持続
時間を示した場合、ステップＢが実施される。このことは、雨が終了し、かつ、所定の待
機時間Ｗが経過した後で初めて、本発明によるガラスの洗浄と乾燥が行われることを意味
する。
【００１４】
　本発明による方法の有利な実施形態によれば、１分から３０分の待機時間Ｗ、好ましく
は２分から１０分の待機時間Ｗの経過後に少なくとも１回の払拭動作が実施される。この
待機時間Ｗは、２つの対向するプロセスの最適化として得られる。すなわち、一方では、
待機時間Ｗは十分な長さに選択されなければならない。これは、例えば、にわか雨が過ぎ
去って、それ以上の雨滴がガラスに付着しないことを保証するためである。同時に、本発
明によるガラスの洗浄効果と乾燥効果を得るために、ガラス上の水分の過度に長い乾燥は
許容されない。
【００１５】
　ステップＦでは、少なくとも１回の払拭過程が行われる。このことは、ワイパー制御部
からワイパー装置に制御信号を送出することによって行われる。続いて、本発明による方
法がステップＡにて新たに開始されるか、又は当該過程が終了する。
【００１６】
　本発明による方法の別の有利な実施形態によれば、１回から１０回の払拭過程、好まし
くは１回から３回の払拭過程、より好ましくは１回の払拭過程が実施される。平均的に湿
っているガラスの乾燥に必要とされる払拭過程の数は、ワイパー装置の大きさとモデル並
びにガラスに依存し、簡単な実験の枠内で求められる。
【００１７】
　本方法による方法のさらに別の有利な実施形態によれば、払拭過程前に、又は、払拭過
程中に、ガラス洗浄システムがスイッチオンされる。その際に、ユーザーは、ガラス上の
疎水性コーティングに対して洗浄液を噴霧し得る。このことは、埃、油および昆虫などの
汚れを良好に除去すべくガラスを再び完全に湿らせることにつながる。このことは、ガラ
スの特に良好な洗浄と乾燥とを可能にする。
【００１８】
　本発明による方法は、車両のエンジン停止状態において中断されることなく実施され、
特に、車両上方を覆う屋根のない空き地に比較的長い間車両を停めている状態の場合には
特に有利である。本発明の方法によれば、付着した雨水が降雨の治まった時に除去され、
ガラスが乾燥される。このことは、疎水性コーティングの撥水作用を長時間維持させる。
【００１９】
　本発明による方法のさらに別の実施形態によれば、ステップＦにおいて、まず、車両エ
ンジンがまだ動作中であるか、または、所定の遮断時間Ｚに未たないうちにエンジン停止
がなされたかどうかがチェックされる。車両がエンジン停止してからの持続時間又はイグ
ニッション電子スイッチがスイッチオフされてからの持続時間が、遮断時間Ｚよりも短い
ならば、払拭過程が実施される。この遮断時間Ｚは、有利には１０分間から６０分間の間
であり、特に有利には２０分間から４０分間の間である。遮断時間Ｚを上回った場合には
、ステップＡが実施されるか又は当該過程が終了される。このことは、車両が駐車状態、
イグニッションスイッチオフ状態において、降雨の後で、自然発生的な開始ではない、ガ
ラスの払拭動作を実施し得る利点となる。但しこのことは、車両が長期間駐車されている
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状況のときには、車両バッテリの放電を誘発させる可能性もある。また、ドライバーのい
ない駐車車両のワイパーがいきなりスイッチオンした場合には、偶然通り合わせた人や他
の道路利用者を驚かせる可能性もあり得る。
【００２０】
　本発明はさらに、残留水分を払拭するための疎水性コーティングを備えた透明ガラスを
洗浄及び乾燥させるための装置にも関している。この装置は少なくとも、
　前記透明ガラスの外面上のワイパーと、払拭過程を実施するためのワイパーモーターと
を備えたワイパー装置と、
　前記透明ガラスの外面上の水分量を測定するためのレインセンサと、
　前記ワイパー装置と前記レインセンサに接続されたワイパー制御部とを含んでおり、
　ここでは、車両エンジンを停止した後で、一定の水分量又は払拭すべき水分量が存在す
る場合に、前記ワイパー制御部により、少なくとも１分の待機時間（Ｗ）の後で、少なく
とも１回の払拭過程が実施される。
【００２１】
　本発明によるガラスには、一枚のガラスからなる単一ガラスか、又は、複数の単一ガラ
スが中間膜によって相互に接着された合わせガラスや、気体の封入された絶縁領域を含ん
だ中空絶縁層ガラスからなる複層ガラスなども含まれる。前記合わせガラス又は前記単一
ガラスのガラスとしては、基本的には、本発明によるガラスの製造条件と使用条件の下で
、熱的および化学的に安定し、かつ、寸法的に安定し、かつ、疎水性表面を備えるか又は
疎水性被膜でコーティングすることのできる、全ての透明な基板が基本的に適している。
【００２２】
　前記ガラスは、好ましくは一般ガラス、より好ましくは板ガラス、フロートガラス、石
英ガラス、ホウケイ酸ガラス、ソーダ石灰ガラス又は透明なプラスチック、有利には剛性
のある透明プラスチック、とりわけ、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリカーボネート
、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポリアミド、ポリエステル、ポリ塩化ビニ
ル及び／又はそれらの混合物が含まれる。適切なこれらのガラス群は、例えば欧州特許第
０８４７９６５号明細書から公知である。
【００２３】
　前記ガラスの厚さは、幅広く変更が可能なので、個々のケースの要求に基づいて適合化
することができる。好ましくは前記ガラスには、１ｍｍ乃至２５ｍｍの標準的な厚さ、車
両用ガラスとして有利には１．４ｍｍ乃至２．５ｍｍの標準的な厚さ、家具、家電及び建
物の特に電気加熱体用として有利には４ｍｍ乃至２５ｍｍの標準的な厚さを有するものが
使用可能である。ガラスのサイズも大幅に変更可能であり、本発明の用途に合った大きさ
に合わせることが可能である。このガラスは、任意の三次元形状を有していてもよい。好
ましくは、このガラスは、平面状か又は僅かに若しくは大幅に１つの空間方向に湾曲して
いてもよいし、複数の空間方向に湾曲していてもよい。また特定の平坦な基板が用いられ
てもよい。さらに前記ガラスは無色かまたは着色されていてもよい。
【００２４】
　有利な実施形態によれば、本発明による合わせガラスが少なくとも１つの中間層で相互
に接着された少なくとも２つのガラスを含んでいる。この中間層は、好ましくはポリビニ
ルブチラール（ＰＶＢ）、エチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）、ポリウレタン（ＰＵ）
、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）などの熱可塑性樹脂を含有し、またはそれらの
複数の層からなり、有利には０．３ｍｍから０．９ｍｍの厚さを有している。
【００２５】
　疎水性コーティングとしては、冒頭に述べたような単一ガラス又は合わせガラス上に被
着可能であって、適用箇所に応じた使用条件、例えば車両のフロントガラスとして十分に
長い間、疎水性効果を維持することができる全てのコーティングが適している。
【００２６】
　例えば特に有利な疎水性コーティングの一例として、欧州特許出願ＥＰ　１７２０８０
８　Ａ１明細書、国際公開第２０１０/０７２９２９９号パンフレットおよび国際公開第
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２０１１/０７０２９３号パンフレットに記載がある。この種の疎水性コーティングは、
好ましくはアルキルシラン、特にフッ素化アルキルシランを含んでいる。疎水性コーティ
ングは、二酸化シリコンＳｉＯ2からなるベース層を含んでいてもよく、これは場合によ
り基のＡｌ、Ｂ、Ｃ、およびＺｒのグループからの１つ若しくは複数の元素を含有し、よ
り好ましくは、シリコンカーバイドＳｉＯxＣyを含有する。ベース層は、好ましくは、ガ
ラスとアルキルシラン層の間に配置されている。ベース層は好ましくはアルゴン、ヘリウ
ム、窒素、酸素、水蒸気、またはそれらの混合物からなるプラズマ中で活性化される。そ
のようなコーティングは、特に車両用ガラスに適しており、耐候性及び機械的な摩耗に対
して大幅な安定性を有している。
【００２７】
　前記装置はさらに、レインセンサを含んでおり、このレインセンサは、ガラスの外面上
の水分や雨滴を検出するように構成されている。このレインセンサはその他に、新たな雨
滴、すなわち、ガラス上の雨滴の変化も検出することができなければならない。適切なレ
インセンサは例えば、独国特許出願公開第　１０２　６１　２４４号明細書、独国特許出
願公開第１０　２００７　０３７　５４８号明細書、及び欧州特許ＥＰ　１　９７１　５
０９　Ｂ１明細書から公知であり、それらは雨量を容量的手法若しくは光学的手法を用い
て測定する。
【００２８】
　さらに、本発明は、本発明による方法または装置を、地上、空気中又は水中および／ま
たは水上を推進移動する推進移動手段、特に自動車におけるとりわけフロントガラスやリ
アウィンドウなどへの使用のほか、機能的および／または装飾的な個別部材としての使用
並びに家具、家電製品や建物の組み込み部材としての使用にも関している。
　　
【００２９】
　それらは個別に若しくは任意の組み合わせによって様々な実施形態で実現可能であるこ
とを理解されたい。特に、上記してきた特徴並びに以下で説明する特徴は、前記した組み
合わせにおいてのみ使用されるのではなく、その他の組み合わせはもちろん、本発明の枠
内から逸脱しない限り、単独での使用も可能である。
【００３０】
　以下では、本発明を図面に基づいて詳細に説明する。これらの図面は概略的な描写であ
り、必ずしも縮尺通りのものではない。またこれらの図面が本発明の権利範囲を限定する
趣旨のものではないことを述べておく。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明に従って形成されたガラス装置を概略的に示した図
【図２】本発明による方法の実施例のフローチャート
【図３】本発明による方法のさらに別の実施例のフローチャート
【実施例】
【００３２】
　図１には、参照番号１の付された本発明に従って形成されたガラス装置が概略的に示さ
れている。このガラス装置１は、自動車の透明なフロントガラスを例にして示されており
、ここでは例えば合わせガラスとして形成されたガラス２を含んでいる。このガラス２は
、剛性的な外面と剛性的な内面とを備えており、これら双方は、単一ガラスとして形成さ
れ、熱可塑性接着剤層を介して互いに接着されている。この２枚の単一ガラスは、ほぼ同
じ大きさであり、略台形状の湾曲した輪郭を持っている。但し本発明は、これらの形態に
限定されるものではなく、前記ガラス２は、実際の使用に適したその他のあらゆる形態を
有していてもよい。前記２枚の単一ガラスは、フロートガラス、鋳造ガラス、又はセラミ
ックガラスなどのガラス材料から製造されるか、又は、例えばプラスチック、特にポリス
チレン（ＰＳ）、ポリアミド（ＰＡ）、ポリエステル（ＰＥ）、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ
）、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＡ）、又はポリエチレ
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ンテレフタレート（ＰＥＴ）などの非ガラス材料から製造される。２枚の単一ガラスの接
着のための接着剤層としては、例えば、次のようなプラスチック、特にポリビニルブチラ
ール（ＰＶＢ）、エチレンビニルアセテート（ＥＶＡ）およびポリウレタン（ＰＵ）をベ
ースにした接着剤層を使用することができる。前記ガラス２は、前記２枚の単一ガラスの
上に若しくはこれらのガラスの間に、さらなる機能層、例えば加熱可能な層や熱放射を反
射する層を含んでいてもよい。
【００３３】
　前記ガラス２の外面は、疎水性コーティングを有する。前記ガラス２の外面とは、本願
発明の趣旨において、車両室内空間とは反対側のガラス面２を意味している。また前記疎
水性コーティングは、例えばシリコンオキシカーバイドからなるベース層と、フッ素化ア
ルキルシランからなる外側の疎水性コーティングとを含む。このようなコーティングは、
例えば、国際公開第２０１０／０７２９２９９号パンフレット、または、国際公開第２０
１１／０７０２９３号パンフレットから公知であり、これらの文献内で詳細に説明されて
いる。
【００３４】
　ガラス装置１は、さらに、例えばガラス２の内側に配置されるレインセンサ５を有して
いる。このレインセンサは、例えば、光学的レインセンサであって、このセンサは赤外線
ＬＥＤを有しており、赤外光の反射を介して、ガラス２の外面上の水分量を検出している
。
【００３５】
　前記レインセンサ５は、マイクロプロセッサをベースにしたワイパー制御部６と、デー
タ線路を介してデータ処理できるように接続されている。このワイパー制御部６は、プロ
グラミング技術によって、ガラス２を洗浄及び乾燥するための本発明による方法が実施で
きるように構成されている。前記ワイパー制御部６は、さらに、データ線路を介してワイ
パースイッチ４にも接続されている。このワイパー制御部６は、前記レインセンサ５とワ
イパースイッチ４の入力データを処理し、本発明による方法に対応する制御信号を出力し
ている。ワイパー装置９は、１つのワイパーモーター１１と１つのワイパー１２有してい
てもよい。また前記ワイパー装置は、複数のワイパーモーター１１、及び／又は、複数の
ワイパー１２を有していてもよい。ワイパー制御部６の制御信号により、１回の払拭過程
が実施され、前記ワイパー１２が前記ガラス２の払拭領域１０上を移動する。ガラス装置
１は、ウインドウォッシャーシステム８を含んでいてもよい。このウインドウォッシャー
システム８も前記ワイパー制御部６によって制御線路を介してスイッチオン／オフされる
。
【００３６】
　前記ワイパー制御部６は、さらに、データ線路を介して車両エンジン７と、又は、電子
点火装置と、接続可能であってもよい。このようにして前記ワイパー制御部６にはエンジ
ン状態に関する複数の情報が供給され、これらの情報に基づいて、例えば本発明による方
法を自動的に開始するようにしてもよい。
【００３７】
　図２は、本発明の例示的な方法を示す線図ないしフローチャートを示す。ガラス２の洗
浄及び乾燥のための具体的な過程は、ここでは車両エンジンの停止後に自動的に開始され
る。なお、ここでは車両の操作コンソール内のスイッチング素子（図示せず）を手動操作
することによって当該過程を活性化ないし開始することも考えられる。
【００３８】
　この過程の開始後は、ワイパー制御部６内に集積されているタイマーがリセットされる
（ステップＡ）。それに続いて、ステップＢではワイパースイッチ４のスイッチング状態
が検査される。ワイパースイッチ４がスイッチオンされている場合には、ワイパーはまだ
払拭過程にあり、ここではステップＡが繰り返される。ワイパースイッチ４がスイッチオ
フされている場合には、ステップＣが実施される。
【００３９】
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　ステップＣでは、レインセンサ５のデータ信号が検査される。ガラス２が乾燥している
場合には、新たにステップＡが実施される。ガラス２が濡れている場合には、ステップＤ
が実施される。
【００４０】
　ステップＤでは、レインセンサが新たに検査される。レインセンサ５の信号が、新たに
付着した雨滴に相応する場合には、新たにステップＡが実施される。レインセンサ５が新
たな雨滴を検出しない場合には、次のステップＥが実施される。
【００４１】
　このステップＥでは、前記タイマーが検査される。このタイマーが、例えば３分未満の
持続時間を設定する場合には、ステップＢが実施される。このタイマーが、３分以上の持
続時間を設定する場合には、例えば１回の払拭過程が実施される。そして引き続き本発明
による方法が、ステップＡにおいて新たに開始されるか、又は、当該過程が終了する。
【００４２】
　図３には、図２に示されている本発明による方法のさらに別の実施形態がフローチャー
トないし線図で示されている。ここでは払拭過程の実施前に、車両のエンジンを停止させ
るための持続時間が決定され、車両エンジンが停止されてからの経過時間が例えば３０分
未満の場合にのみ、払拭過程が実施される。オフになっている。さらに、当該払拭過程の
前若しくは払拭過程中に、ウインドウォッシャーシステム８がスイッチオンされ、ガラス
２が、洗浄液を噴霧される。
【００４３】
　以下の表１においては、本発明による方法で払拭された疎水性コーティング３を有する
ガラス２を例にした接触角の測定結果が示されている。なおここでは比較例として、従来
技術によって払拭された疎水性コーティング３を有するガラス２を例にした接触角の測定
結果が示されている。この表では、未使用のコーティングでの接触角と、１４日間の試験
実施後のコーティングでの接触角が実施されている。この接触角とは次のような角度を表
す。すなわち、固体表面上の液体滴が当該表面に対して形成する角度である。９０°より
も大きな接触角を有する表面は、疎水性と呼ばれる。この接触角が大きければ大きいほど
、より疎水性の表面であり、コーティングの撥水効果が向上する。
【００４４】
【表１】

【００４５】
　製造直後の新しい未使用のコーティング３上の水の接触角は、上記表１の例では１１８
°であり、それに対する比較例では１２０°になっている。試験実施後では、本発明の方
法による払拭を伴った例での接触角は１０８°になり、８％の低下が見られる。つまり本
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のフロントガラスとして望ましい運転のための十分な撥水効果を有する。
【００４６】
　比較例のコーティング３では、試験実施期間中、汎用モデルの自動車において通例であ
るような従来技法による払拭過程が実施される。このことは、ガラスが降雨期間中に手動
で、若しくはレインセンサを介して払拭されることを意味する。降雨の後の本発明による
ガラス２の払拭は行われていない。この比較例による、試験実施後のコーティング３の接
触角は、８０°となり、３３％の低下が見られる。８０°の接触角しか有さない疎水性コ
ーティング３は、例えば自動車のフロントガラスとして望ましい運転のための十分な撥水
効果を有していない。
【００４７】
　本願の発明者の研究で明らかとなったように、濡れたガラスの洗浄と乾燥によって、ガ
ラス２のコーティング３の疎水効果が維持され、コーティング３の寿命が飛躍的に延ばさ
れた。この場合、エンジン停止された状態の車両において、特に上方を覆う屋根のない空
き地に長期間停められている車両において、本発明による方法が中断なく実施されると特
に有利である。本発明による方法は、開いている地形の特に比較的長く停止することなく
、車両のオフ状態で連続的に実施される場合に特に有利である。本発明の方法によれば、
ガラス２の疎水性コーティング３が迅速に乾燥され、水分が拭き取られる。ほこりや衝突
した虫の残骸のような汚れは、乾燥して固着してしまう前に除去される。乾燥による水分
の石灰化は確実に回避される。この手段により、疎水性コーティング３の撥水効果は、例
えば、自動車業界で求められる１０００００ｋｍを超える運転距離に対して得られた。
【００４８】
　この結果は当業者にとって予想外で驚くべきことであった。
【符号の説明】
【００４９】
　１　　　ガラス装置
　２　　　ガラス
　３　　　疎水性コーティング
　４　　　ワイパースイッチ
　５　　　レインセンサ
　６　　　ワイパー制御部
　７　　　車両エンジン
　８　　　ウインドウォッシャーシステム
　９　　　ワイパー装置
　１０　　ワイパーゾーン
　１１　　ワイパーモーター
　１２　　ウインドシールドワイパー
　Ｗ　　　待機時間
　Ｚ　　　遮断時間
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